
平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高崎市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人あかり 

委託内容：市民後見人候補者に対する継続研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①市民後見人養成研修修了者（候補者）に対する継続研修の実施 

平成２４年度に養成研修を修了し市民後見人候補者登録した２７

人に対し、市民後見人に選任されるまでの間における資質や意欲の

向上を図るため、定期的な継続研修（フォローアップ研修）を実施

している。また、今後については、選任された市民後見人からの活

動報告や事例検討などを通じ、意見・情報交換の場とする。 

 

 ・平成 25年 5月 25 日  

石北医院 院長 石北敏一 氏 

  「高齢者施設顧問医師の問題意識について」 

 ・平成 25年 7月 19 日  

認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽん 理事 須田 和也 氏 

  「ケアマネジャーと成年後見人の職務について」 

 ・平成 25年 9月 28 日 

  うめやま医院 院長 梅山 知一 氏 

  「高齢者医療の現場」 

 ・平成 25年 11 月 16 日 

  社会保険労務士 美細津 文雄 氏 

  「成年後見等と年金との係わり」 

 ・平成 26年 1月 18 日 

  高崎市地域包括支援センター 課長補佐 中西 富士子 氏 

  「地域包括支援センターにおける困難事例への対応」 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

・概ね２ヵ月に１回の頻度で継続研修を行っていく。 

 

備      考 

 

・養成研修については、平成２４年度（平成24年9月15日～平成25年3

月23日）、当該法人に委託のうえ実施。 

＜基礎研修＞11回＠21単位/60分 ＜実践研修＞11回＠31単位/60分 

・平成２５年度の養成研修は開催しない。 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高崎市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人あかり 

委託内容：市民後見推進のための検討会議の開催（組織体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見推進のための検討会議等の開催（組織体制）＞ 

①養成支援機関との検討会議の開催 

・家庭裁判所や弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、市消費生活センタ

ーなどの関係機関と市（地域包括支援センター等）の連携方法等につい

ての検討 

 →継続研修終了後（概ね２ヵ月に１回）及び受任調整会議において、市

担当部局との意見交換を実施。 

 

②市地域包括支援センターでの検討会議の開催 

・上記内容①に加え、市民後見人の活用方法や活動支援における後見実施

機関のあり方などについて検討 

 →地域包括支援センター管理職と社会福祉士を中心にワーキングを立

ち上げ定期的な検討を実施。 

 

③市福祉部関係部局間との検討会議の開催 

・上記内容①・②について、他市等における後見実施機関の設置状況や今

後のあり方などについて、福祉部関係部局（地域福祉・障害福祉・高齢

者福祉担当部局）で検討（平成25年度＝3回）。 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

①・②・③における検討を継続 

 

備      考 

 

・老人福祉法に基づく成年後見等開始の審判請求（市長申立）が増加傾向

にあることから、市民後見人を候補者とした申立ての検討及び、専門職

を交えた受任調整会議の実施等、仕組みづくりに取り組んでいる。 

 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高崎市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人あかり 

委託内容：市民後見人の活動支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見人の活動支援＞ 

①市民後見人候補者の登録及び管理 

・養成研修修了者で市民後見人候補者として登録の意思がある者に対する

面接を実施し、市民後見人としての適性や受講状況等から、市や専門職

を含めた選考委員会で協議のうえ登録可否を判断する。 

・市民後見人候補者登録名簿の作成・管理（変更・辞退含）を行う。 

 

②市民後見人候補者に対する受任支援 

・市や家庭裁判所などから推薦の依頼があった事案について、市民後見人

の受任の適否及び候補者の選考を行うための受任調整会議を開催。 

＜構 成 員＞市・弁護士会・司法書士会・社会福祉士会などの各団体から

の推薦者で構成。 

 

③市民後見人の後見活動に対する支援・監督 

・後見人等に選任された市民後見人の適正かつ円滑な後見活動が担保さ 

 れるよう、専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士等）による相談・助

言・支援・監督体制を構築するとともに、後見活動の実施状況の把握や

確認等を行う。 

 →・受任直後に対する支援（財産管理・身上監護に関する説明） 

  ・後見活動計画作成に伴う支援（財産目録作成・関係者との顔つなぎ） 

  ・後見活動報告・財産目録等の確認（３ヵ月ごと） 

④その他 

・市民後見活動マニュアルの作成 

・保険加入に関する事務管理 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

・市民後見人が選任され次第、支援・監督業務を実施 

 

備      考 

 

・市民後見人を候補者とした申立件数（3件） 

・3件については「２段ロケット方式」（専門職と市民後見人が共同受任し、

一定期間経過後、専門職が辞任）」を想定 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 高崎市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：委託先名：特定非営利活動法人あかり 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜成年後見制度及び市民後見活動に関する普及啓発＞  

・市民後見活動の意義を含めた成年後見制度の理解の浸透を図るため、成

年後見制度及び市民後見活動に関する普及啓発セミナー等の開催。 

 

①「高崎市成年後見セミナー・相談会」 

・日時 平成２６年３月１５日（土）午後１時３０分～午後３時３０分 

・場所 市総合保健センター会議室 

・定員 ２００人（相談会先着１５人） 

・セミナー 「成年後見活用のすすめ」 

        社会福祉士 内山 恵子 氏 

      「市民後見の役割と期待」 

        弁護士 小此木 清 氏 

・相談会 専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士等）５人 

地域包括支援センター専門職（社会福祉士等）５人 

 

②成年後見周知用リーフレットの配布 

・２４年度に作成したリーフレットを地域包括支援センター等の窓口や 

 高齢者サロン、市民向けの出前講座等で配布説明。 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

・平成２６年３月１５日（土）「高崎市成年後見セミナー・相談会」 

 

備      考 

 

・セミナー・相談会の実施にあたっては、市民後見人候補者に企画・運営ボ

ランティアとして関わってもらっている。 

 

別添 


